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審査結果の報告にあたって 

 

 

   本選定委員会は、多摩市教育委員会が所管する公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則に基づき、

令和６年３月３１日を以て指定管理期間が満了する多摩市営

永山複合施設駐車場について、指定管理者を選定するため設

置されました。 

    

   指定管理者の候補者の選定にあたっては、「多摩市の公の施

設の指定管理者の候補者の選定を公正かつ適正に行う」とい

う目的を果たすべく審査を進めてまいりました。 

   この度、その審査結果がまとまりましたので、多摩市営永

山複合施設駐車場指定管理者候補者選定委員会設置要綱第２

条の規定に基づき、報告するものです。 

 

   今後、多摩市教育委員会での指定管理者の選定にあたって

は、本委員会の審査結果及び意見が十分反映されることを希

望します。 
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１ 審査経過について 

回数 開催日時等 主な会議内容 

第１回 令和５年８月４日（金） 

午前１０時～ 

午前１１時１５分 

永山公民館視聴覚室 

(1) 委員委嘱  

(2) 多摩市営永山複合施設駐車場指定管理者

候補者選定委員会について  

(3) 委員長、副委員長の選出  

(4) 審査方法について  

(5) 多摩市営複合施設永山駐車場の施設概要

及び選定について  

第２回 令和５年８月２２日（火） 

午後２時～午後４時１５分 

永山公民館視聴覚室 

(1) 現場視察  

(2) 申請団体の説明及びヒアリング  

(3) 意見の取りまとめ  

 

２ 審査について 

  第 1 回選定委員会では、指定管理者候補者の選定にあたり、本件が公募によ

らず特命団体の候補者選定であることを確認しました。次に、審査の手順を確

認しました。 

第２回選定委員会では、指定管理者の申請団体である新都市センター開発株

式会社の案内で現地確認の後、申請書類に基づく説明を受け、各委員がヒアリ

ングを行いました。 

 

３ 審査結果について 

 初めに、本案件が多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条

例第５条第１項第１号に該当するかどうかの審査を行いました。 

  その結果、当駐車場がある永山複合施設は、多摩市と新都市センター開発株

式会社の２者で区分所有する複合施設であること、また、本施設全体の管理を

新都市センター開発株式会社が行っているほか、隣接する新都市センター開発

株式会社が所有する商業施設と駐車場も管理運営していることから、それらと

の連携によるスケールメリットは大きく本条例第５条第１項第１号に規定す

る「設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認

められる場合」に該当すると判断しました。 

  次に、説明及びヒアリングを踏まえて、各委員が、団体から提案された事業

計画の内容が、選定基準の各項目において市の示した管理基準を満たしている

かについて、「①管理基準以上の取り組みである」「②管理基準を満たしている」

「③改善や見直しが必要である」という３段階で評価を行いました。 
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 その際、「評価できる点」または「改善すべき点」について意見を求めまし

た。 

  各委員の３段階による評価や「評価できる点」「改善すべき点」についての

意見を踏まえ、別添のとおり、本選定委員会としての評価・意見を取りまとめ

ました。 

  選定基準に基づくすべての選定項目において、「管理基準を満たしている」

との評価となりました。 

  本選定委員会としては、申請団体である新都市センター開発株式会社が多摩

市営永山複合施設駐車場の指定管理者として適当であると判断しました。 

  なお、別添の選定委員会の意見については、今後、市と団体が協議の上、締

結する協定書の策定などにおいて反映されることを望みます。 
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【選定委員会評価意見】 

本件は、多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第５条

第１項第１号に該当するかどうか。 
該当する 

(1)  委員会の評価    

 
団体が提案した事業計画の内容が、選定基準に基づく市が示した管理基準を満たしているか以下の３段階により判断したも

のである。 

 ①管理基準以上の取り組みである   

 ②管理基準を満たしている   

 ③改善や見直しが必要である   

(2)  委員会の意見    

 団体が提案した内容を、選定基準の各項目と参照し、評価すべきと思われる点、改善すべきと思われる点について、選定

委員会としての意見を記載したものである。  

【選定基準】    

  選 定 項 目 内     容 
委員会

の評価 
委員会の意見 

1 

施設の効用の発揮及びサ

ービスの向上 

①  施設の目的に合致したものとなっている
か。 

②  

・現実的であり、サービスの内容も十分
であると評価できる。 
・アンケート結果を見ても利用者の満足
度は高く、適当なサービスが提供されて
いると評価できる。 
・現場視察の結果、過去の選定委員会か
らの提案や要望が反映されていることは
評価でき、管理に対する信頼性が高まっ
た。 
・利用者の高齢化に伴い照明の照度や掲
示の大きさへの配慮を検討いただきた
い。 
・優先スペースのマークについて、床面
だけでなく、壁面への掲示も行うこと
で、より分かりやすい場内環境を目指し
ていただきたい。 

②利用率、サービスの質の向上が図られるも
のとなっているか。 
③提案の内容が、現実的なものとなっている
か 
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  選 定 項 目 内     容 
委員会

の評価 
委員会の意見 

２ 

公平性の確保 ①利用者の意見、要望等を集め、運営に反映

させる工夫がなされているか。 

②事業等の内容に偏りはないか。 

③社会的弱者への配慮がなされているか。 ②  

・アンケートを実施して、利用者側の意
見等も運営に相応に反映されていると評
価できる。 
・教育委員会等との連携がしっかりとな
され、公平性の確保がなされていると評
価できる。 
・発券機・精算機にインターフォンの設
置もあり、社会的弱者に対しても、現実
的で適切な配慮がなされている。より強
化していただきたい。 

３ 

管理の安全・安定性の確

保 

①施設の管理運営に対し意欲が感じられる

か。 

②施設の維持及びサービスを提供するため

の職員体制、職員研修が実施できるか。 

③経営基盤が安定しているか。 

④日常の保守や環境の改善を図る内容とな

っているか。 

⑤事故、緊急時の対応が考えられているか。 

⑥個人情報を保護するための体制が整って

いるか。 

②  

・従事する者の意欲も感じられ、利用者

に対するサービス等、多岐に検討され運

営されている。 

・１時間に 1 回、場内の見回りを実施し

ていることは、大変心強く安心して利用

できる。 

・当駐車場のある永山複合施設全体だけ

でなく、永山地区の施設維持管理体制を

統括されていることから人的体制のバッ

クアップも充実しており、管理の安全・

安定性が確保されていると評価できる。

引き続き、駐車場利用者の事故防止や災

害発生等、緊急時の対応等に特に配慮い

ただきたい。 
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  選 定 項 目 内     容 
委員会

の評価 
委員会の意見 

4 

効率的な運営・コスト対

策 

①内容が予算の範囲内で実施できるか。 

②費用対効果が充分に期待できるものとなっ

ているか。 

③効率的な運営により経費削減等の工夫がな

されているか。 ②  

・永山複合施設の建物区分所有者である

と同時に建物の総合ビルメンテナンス業

務を一元管理しているスケールメリット

から経費削減につながり、効率的な運営

が図られていると評価できる。 

・サービス内容の向上を図りつつ、引き

続き効率的な運営、コスト削減を図って

いただきたい。  

5 

当該駐車場特性への対応

など 

①区分所有建物管理者であるベルブ永山管理

組合と連携し、施設効率の最大限の発揮や管

理経費の縮減努力などの取組が認められる

か。 

②公共施設利用者のための駐車場運営を意識

した提案となっているか。 

③ベルブ永山周辺の交通事情を勘案した安全

対策の配慮が認められるか。 

④設備の損傷・更新にあたって、委員会と誠

実に対応・協議する姿勢があるか。 

⑤駐車場関係法規、及び公契約条例などの雇

用・労働関係法規を遵守する姿勢があるか。 

②  

・永山複合施設の建物区分所有者である

と同時に建物の総合ビルメンテナンス業

務と当駐車場の指定管理者として長きに

わたり管理運営を行っている。社会教育

施設の意味と価値、その他公的施設の機

能を理解し、配慮した対応ができてい

る。 

・本駐車場の位置づけや利用の主な対象

者を十分理解していることは、利用者に

とっても多摩市にとっても大きなメリッ

トである。 

・満車時に近隣駐車場へ振り替えるなど

の対応は、利用者の利便性の向上と路上

駐車を減らすことによる安全性の向上に

つながっており、このような努力は大変

評価できる。  
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